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　　 告　　 示
○公有水面埋立権の一部譲渡許可　　　　　　　　　　　　　　　　　（漁　 港　 課）　 �
○熊本県中小企業高度化資金貸付要項の一部を改正する要項　　　　　（経営金融課）　 �
　　 登　 載　 依　 頼
○地方公営企業労働関係法第 �条第 �項の規定に基づく、労働組合法第
　�条第 �号に規定する者の範囲　　　　　　　　　　　　　　　（地方労働委員会） ��
　　 正　　 誤
○平成 ��年 �月 ��日熊本県条例第 ��号（熊本県税条例等の一部を改正
　する条例）中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税　 務　 課） ��

　告　　 示

熊本県告示第 486 号
　公有水面埋立法（大正 ��年法律第 ��号）第 ��条第 �項の規定に基づき公有水面埋立権
の一部譲渡を許可したので、同法施行令第 ��条の規定により次のとおり告示する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 譲渡許可年月日
　　 平成 ��年 �月 �日
２　 埋立権の譲渡人及び譲受人の住所及び氏名
　（１）　 譲渡人
　　　　 天草郡御所浦町 ����番地　 旧嵐口漁港管理者　 御所浦町
　　　　 天草郡御所浦町 ����番地　 御所浦町
　（２）　 譲受人
　　　　 熊本市水前寺六丁目 ��番 �号　 御所浦漁港管理者　 熊本県
３　 埋立免許の告示の年月日及び番号
　　 平成 �年 �月 �日熊本県告示第 ���号
４　 譲渡する埋立権
　　 埋立面積 ���������平方メートルのうち ��������平方メートル

熊本県告示第 487 号
　熊本県中小企業高度化資金貸付要項の一部を改正する要項を次のように定める。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
　　　 熊本県中小企業高度化資金貸付要項の一部を改正する要項
　熊本県中小企業高度化資金貸付要項（平成 �年熊本県告示第 ���号）の一部を次のよう
に改正する。
　第 �条第 �号中「（別表第 �の特定共同施設事業を除く。）」を削り、同条第 �号を削る。
　第 �条第 �号を削る。
　第 ��条の見出しを「対象施設設置完了検査、貸付金の交付の請求及び交付」に改め、同
条第 �項を次のように改める。
　　 貸付決定者は、対象施設の設置に要した経費の全額の支払いを完了したとき、又は知
　事が特に必要と認めたときは、対象施設設置完了届（別記第 �号様式）及び対象施設代
　金支払状況報告書（別記第 �号様式）に当該対象施設の設置に要した経費の支払いの事実
　を証する書面の写しを添付のうえ、知事に提出し、対象施設設置完了検査を受けるもの
　とする。
　第 ��条中第 �項を第 �項とし、第 �項を第 �項とし、第 �項の次に次の �項を加える。
２　 前項の規定による検査の結果、対象施設の設置及び設置に要した経費の全額の支払い
　を知事が確認した場合、貸付決定者は、中小企業高度化資金交付請求書（別記第 �号様
　式�）を提出して貸付金の交付を請求することができる。
　別表第 �から別表第 �までを次のように改め、別表第 �を削る。
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